
令和８年度豊後大野市社会福祉法人指導監査実施要領 

 

１ 基本方針 

社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査(以下「監査」という。)は、関係法令及び

厚生労働省通知等による法人の運営、 事業経営等に係る監査事項について監査を行うとともに、運

営全般について積極的に助言及び指導を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な

経営の確保を図ることを目的とする。 

 

２ 監査項目 

本年度の監査項目は、 厚生労働省の社会福祉法人指導監査実施要綱等に基づき、別紙事項とする。 

 

３ 重点事項 

本年度の監査重点事項は、２に掲げた監査項目のうち、改正後社会福祉法に基づく運営体制が確保

されているかを確認することを主眼として、次の事項とする。 

(1) 事業運営の透明性の向上 

ア 法令に従い、定款の備え置き・公表がされているか。 

イ 評議員、理事、監事及び会計監査人の報酬が法令の定めるところにより定められているか。 

ウ 役員及び評議員に対する報酬等の支給基準について、 法令に定める手続きにより定め、 公表

しているか。 

エ 役員及び評議員の報酬等が法令等に定めるところにより支給されているか。 

オ 役員及び評議員の報酬について、法令に定めるところにより公表しているか。 

カ 法令に定める情報の公表を行っているか。 

(2) 評議員・評議員会に関して 

ア 法律の要件を満たす者が適正な手順により選任されているか。 

イ 評議員となることができない者又は適当でない者が選任されていないか。 

ウ 評議員会の招集が適正に行われているか。 

エ 評議員会の決議は適正に行われているか。 

オ 評議員会について、適正に記録の作成、保存を行っているか。 

(3) 理事に関して 

ア 法に規定された員数が定数に定められ、その定数に定める員数を満たす選任がされているか。 

イ 理事は法令及び定款に定める手続きにより選任又は解任されているか。 

ウ 理事となることができない者又は適切でない者が選任されていないか。 

エ 理事として含まれていなければならない者が選任されているか。 

オ  理事長及び業務執行理事は理事会で選定されているか。 

(4) 監事に関して 

ア 法に規定された員数が定数に定められ、その定数に定める員数を満たす選任がされているか。 

イ 法令及び定款に定める手順により選任又は解任されているか。 



ウ 監事となることができない者が選任されていないか。 

エ 法に定める者が含まれているか。 

(5) 前年度の指導事項の改善状況の確認 

 

４ 監査の実施方法等 

(1) 実施回数 

ア 一般監査は、実地において行うものとし、以下のいずれも満たす法人については、３年に１回

とする。 

(ｱ) 法人の運営について、関係法令・通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問

題が認められない。 

(ｲ) 当該法人が、経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準・運営費並びに報酬の請

求等に大きな問題が認められない。なお、法人に対する一般監査と施設又は事業(以下「施設

等」 という。)に対する監査(以下「施設監査」という。) との実施の周期が異なる場合にお

いて、これらの監査を併せて実施することが所轄庁及び法人にとって効率的かつ効果的であ

ると認められること等特別の事情のあるときは、所轄庁の判断により、監査の実施の周期を

３箇年に１回を超えない範囲で設定することができる。ただし、その場合には、法人の理解

と協力が得られるよう十分に配慮するものとする。 

イ アにかかわらず、アの(ｱ)及び(ｲ)に掲げる事項について問題が認められない法人において、 会

計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計から提出される報告書類を勘案

の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切

な運用が確保されていると豊後大野市が判断するときは、一般監査の周期を、次の各号に掲げる

周期まで延長することができる。 

(ｱ) 法第36条第2項及び第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45

条の19第１項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第2

条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した

限定付適正意見」 (除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された

場合  ５箇年に１回 

(ｲ) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定により会計監査人による監

査に順ずる監査 (会計監査人を設置せずに、 法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する

契約に基づき行われる監査であって、 会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録

を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報

告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善さ

れたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合   ５箇年に１回 

(ｳ) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に

関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を

受けた法人において、 専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出

された場合   ４箇年に１回 

ウ アにかかわらず、アの(ｱ)及び(ｲ)に掲げる事項について間題が認められない法人のうちイに掲



げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切に行われ、次の各号に掲げるいず

れかの場合に該当する場合にあっては、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると豊後

大野市が判断するときは、一般監査の実施の周期を４箇年に１回まで延長することができる。 

(ｱ) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上

に努めていること (一部の経営組織のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合において

は、 法人全体の受審状況を勘案して判断する。) 又はIS09001の認証取得施設を有しているこ

と。 

(ｲ) 地域社会に開かれた事業運営が行われていること(例えば、福祉関係養成校等の研修生の受

け入れ又は介護相談員の受け入れに加え、 ボランティアの受け入れや地域との交流が積極的に

行われていること等。)。 

(ｳ) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。 

エ 法人の運営等に関する問題が発生した場合や、毎年度法人から提出される報告書類の内容から

当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、実施計画にかかわらず、必要に

応じて特別監査を実施する等適切に対応する。 

(2) 監査の通知 

監査の実施に当たつては、原則として、当該法人に対して実施日の１カ月前までに通知するもの

とし、併せて実施日の２週間前までに指導監査資料の提出を求めるものとする。 

(3) 監査班の編成 

当該法人の担当部署となる課の課長、監査担当職員及び必要に応じて関係事業課職員をもって編

成し、編成された班には、その都度班長を置く。 

(4) 監査結果の処置 

ア 監査結果の講評については、当該法人の理事長及び監事並びに関係者の出席を求めて行う。 

イ 監査結果における重要事項については、速やかに当該法人の担当部署となる課の課長及び関係

事業課の課長に口頭報告を行う。 

ウ 改善措置を必要とする事項については、その内容及び具体的改善方法等を文書により当該法人

の理事長に速やかに通知し、期限(約１カ月) を付して、その改善結果を求める。 

 

５ 確認調査 

改善結果等については、関係書類等に基づき確実に点検するとともに、必要に応じて改善状況の確

認調査を行う。 

 



- 1 -

別紙 （アンダーラインは重点事項）

主 眼 事 項 着 眼 点

Ⅰ 法人運営

１ 定款

２ 内部管理体制

(1)内部管理体制

３ 評議員・評議員会

(1)評議員の選任

(2)評議員会の招集・運営

４ 理事

(1)定数

(2)選任及び解任

(3)適格性

(4)理事長

５ 監事

(1)定数

① 定款は、法令等に従い、必要事項が記載されているか。

② 定款の変更が所定の手続を経て行われているか。

③ 法令に従い、定款の備え置き・公表がされているか。

① 特定社会福祉法人(※1)において、内部管理体制が整備されているか。

※1 法人単位事業活動計算書の年間のサービス活動収益の額が 30 億円以上又は貸

借対照表の負債の額が 60 億円を超える法人

① 法律の要件を満たす者が適正な手順により選任されているか。

② 評議員となることができない者又は適当でない者が選任されていない

か。

③ 評議員の数は、法令及び定数に定める員数となっているか。

① 評議員会の招集が適正に行われているか。

② 決議が適正に行われているか。

③ 評議員会について、適正に記録の作成、保存を行っているか。

④ 決算手続は、法令及び定款の定めに従い、適正に行われているか。

① 法に規定された員数が定数に定められ、その定数に定める員数を満た

す選任がされているか。

① 理事は法令及び定款に定める手続により選任又は解任されているか。

① 理事となることができない者又は適切でない者が選任されていない

か。

② 理事として含まれていなければならない者が選任されているか。

① 理事長及び業務執行理事は理事会で選定されているか。

① 法に規定された員数が定数に定められ、その定数に定める員数を満た

す選任がされているか。
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(2)選任及び解任 ① 法令及び定款に定める手順により選任又は解任されているか。

(3)職務・義務

６ 理事会

(1)審議状況

(2)記録

(3)債権債務の状況

７ 会計監査人

８ 評議員、理事、監事及

び会計監査人の報酬

(1)報酬

(2)報酬等支給基準

(3)報酬の支給

(4)報酬等の総額の公表

② 監事となることができない者が選任されていないか。

③ 法に定める者が含まれているか。

① 法令に定めるところにより業務を行っているか。

① 理事会は法令及び定数の定めに従って開催されているか。

② 理事会の決議は、法令及び定款に定めるところにより行われているか。

③ 理事への権限の委任は適切に行われているか。

④ 法令又は定款に定めるところにより、理事長等が、職務の執行状況につ

いて、理事会に報告しているか。

① 法令で定めるところにより議事録が作成され、保存されているか。

① 借入は適正に行われているか。

① 会計監査人は、定款の定めにより設置されているか。

② 法令に定めるところにより選任されているか。

③ 法令に定めるところにより会計監査を行っているか。

① 評議員の報酬等の額が法令で定めるところにより定められているか。

② 理事の報酬等の額が法令で定めるところにより定められているか。

③ 監事の報酬等の額が法令で定めるところにより定められているか。

④ 会計監査人の報酬等が法令で定めるところにより定められているか。

① 役員及び評議員に対する報酬等の支給基準について、法令に定める手

続により定め、公表しているか。

① 役員及び評議員の報酬等が法令等に定めるところにより支給されてい

るか。

① 役員及び評議員等の報酬について、法令に定めるところにより公表し

ているか。
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Ⅱ 事業

１ 事業

２ 社会福祉事業

３ 公益事業

４ 収益事業

Ⅲ 管理

１ 人事管理

２ 資産管理

(1)基本財産

(2)基本財産以外の財産

(3)株式保有

(4)不動産の借用

３ 会計管理

(1)予算

(2)規程・体制

(3)会計処理

(4)会計帳簿

① 定款に従って事業を実施しているか。

② 「地域における公益的な取組」を実施しているか。

① 社会福祉事業を行うことを目的とする法人として適正に実施されてい

るか。

② 社会福祉事業を行うために必要な資産を有しているか。

① 社会福祉事業を行うことを目的とする法人が行う公益事業として適正

に実施されているか。

① 法に基づき適正に実施されているか。

② 法人が行う事業として法令上認められるものであるか。

① 法令に従い、職員の任免等人事管理を行っているか。

① 基本財産の管理運用が適正になされているか。

① 基本財産以外の資産の管理運用は適切になされているか。

① 株式の保有は適切になされているか。

① 不動産を借用している場合、適正な手続きを行っているか。

① 収支予算は、適正に編成、執行されているか。

① 経理規程を制定しているか。

② 予算の執行及び資金等の管理に関する体制が整備されているか。

① 事業区分等は適正に区分されているか。

② 会計処理の基本的取扱いに沿った会計処理を行っているか。

③ 計算書類が法令に基づき適正に作成されているか。

① 会計帳簿は適正に整備されているか。
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(5)附属明細書等

４ その他

(1)特別の利益供与の

禁止

(2)社会福祉充実計画

(3)情報の公表・必要性

(4)その他

① 注記が法令に基づき適正に作成されているか。

② 附属明細書が法令に基づき適正に作成されているか。

③ 財産目録が法令に基づき適正に作成されているか。

① 社会福祉法人の関係者に対して特別の利益を与えていないか。

① 社会福祉充実計画に従い事業が行われているか。

① 法令に定める情報の公表を行っているか。

① 福祉サービスの質の評価を行い、サービスの質の向上を図るための措置

を講じているか

② 福祉サービスに関する苦情解決の仕組みへの取組が行われているか。

③ 当該法人が登記しなければならない事項について期限までに登記がな

されているか。

④ 契約等が適正に行われているか。


